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　定額給付金を受給するには申請をする必要があります。市では、3
月 31 日に申請書を発送し、申請の受け付けを行っています。
　まだ、お済みでないかたはお早めに申請をお願いします。なお、申
請期限は 9月 30 日㈬（郵送のかたは当日消印有効）です。

給付対象者

給付額

詐欺に
ご注意

問い合わせ｜定額給付金担当 (☎ 570‐4192)

定額給付金や子育て応援特別手当の給付を装った定額給付金や子育て応援特別手当の給付を装った
　　　　　　　　　　　　　「振り込め詐欺」にご注意ください　　　　　　　　　　　　　「振り込め詐欺」にご注意ください
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定額給付金は市内の
お店で使ってね♪

　平成 21 年 2 月 1 日 ( 基準日 ) 現在で、次
の❶、または❷に該当するかた
❶深谷市の住民基本台帳に記録されているかた
❷深谷市の外国人登録原票に登録されている
かた（短期滞在の在留資格で在留するかた、
不法滞在者を除く）

給付対象者 1人につき 12,000 円

※ただし、以下の❶、または❷に該当するか
たは、給付対象者 1人につき 20,000 円

❶平成 21年 2月 1日現在で、65歳以上のか
た（昭和19年2月2日以前に生まれたかた）

❷平成 21年 2月 1日現在で、18歳以下のか
た（平成 2年 2月 2日以降に生まれたかた）

給付までの流れ（原則）

申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類、通
帳などの写しを添えて、9月 30 日の申請期限まで
に郵送または直接担当窓口（市立図書館 3階）へ

申請書の受け取り

申請書などの提出

市から市内全世帯に申請書を郵送します。

定額給付金の受け取り

指定された口座（原則として世帯主の口座）
に、世帯に属する給付対象者の全員の給付額
を合算して振り込みます。
※口座をお持ちでないかたについては、現金
での受け取りも可能です。

2～ 3週間

問い合わせ｜児童課 (☎ 574‐6646)、岡部福祉健康課 (☎ 585‐2214)
　　　　　　川本福祉健康課 (☎ 583‐2532)、花園福祉健康課 (☎ 584‐1123)

支給対象者

支給額

平成 14 年 4 月 2 日～平成 17 年 4 月 1 日生
まれで第 2子以降※である子の属する世帯の
世帯主で、平成 21年 2月 1日（基準日）現
在、深谷市の住民基本台帳または外国人登録
原票に登録のあるかた（短期滞在の在留資格
で在留するかた、不法滞在者を除く）

※第 2子以降の判定については、平成 2年
4月 2日～平成 17年 4月 1日生まれの子
どもの中から年齢順に「第 1子」、「第 2子」
と数えます。

　また、第 1子が寮に入っているなどで世
帯が別になっている場合でも、健康保険
証などで扶養が確認できれば、同一世帯
と見なします。

対象となる子ども 1人につき 36,000 円

支給までの流れ

申請書の受け取り

申請書などの提出

子育て応援特別手当の受け取り

市から支給対象者に申請書を発送しました。
※支給対象の世帯主で、申請書が届いていな
いかたは、お問い合わせください。

申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類、
通帳などの写しを添えて、9月 30 日の申請
期限までに郵送または直接児童課および総合
支所福祉健康課へ

2～ 5週間

指定された口座（原則として世帯主の口座）
に、手当を振り込みます。
※口座をお持ちでないかたについては、現金
での受け取りも可能です。

　多子世帯の幼児教育期の子育て負担に配慮し、対象となる世帯へ、今回限りの緊急措置として手当を支
給するものです。支給対象者には、3月 31 日に市から申請書を発送しました。

子育て応援特別手当ってなあに？

世帯主 世帯にいる子ども

手当の対象となる子ども

生年月日が、平成 2年 4月 2日～
平成 17年 4月 1日までの子ども

Ａさん 1人目

Ａ
さ
ん
世
帯

生年月日が、平成 14年 4月 2日～
平成 17年 4月 1日までの子ども

4人目2人目 3人目

生年月日が、
平成 17年 4月 2日
以後の子ども

▲▲

例えば、Ａさん世帯の
場合、対象となる子ど
もは 2人。支給額は、2
人× 3.6 万円＝ 7.2 万
円となるんだ。
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定額給付金・子育て応援特別手当の申請を忘れずに特 集


